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獨協大学と日本におけるドイツ法の伝播 

 獨協大学という大学名からも、獨協大学がドイツに関する知識の伝達に教育の重点をおいてい

る事は明らかである。そのドイツに関する知識の中には法学に関する知識も含まれる。ドイツ法

の点では、獨協大学では初期の段階すなわち 1885 年には「ドイツ法」という専門コースが開設

されていて、それは獨協大学にとって特別な意義を持っていた。日本では、今日に至るまでドイ

ツ法に関する知識は広く行き渡っている。本講演では、獨協大学における法学研究の歴史を学外

者の立場から变述したうえで、さらに現在日本で行われているドイツ法受容・継受の背景をふま

えて、今後ドイツ法とどのような関わり方が可能であるのかを素描することになるであろう。 
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